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今後の検討スケジュールについて 

 

（１）第７回委員会以降の検討スケジュール（予定） 

日程 内容 

令和４年４月 12日 第７回委員会（骨子案を中心とした委員会中間報告の完成） 

４月中 委員会中間報告（委員会中間報告を市長に提出） 

５月 15日～ 委員会中間報告についてパブリックコメント及び市民意見交換会 

７月７日 第８回委員会（パブコメ対応検討、骨子案修正） 

８月 30日 第９回委員会（委員会報告案の完成） 

９月 委員会検討結果報告（委員会報告書を市長に提出） 

９～11月 委員会報告を受け市で条例素案作成 

12月 15日～ 素案についてパブリックコメント 

令和５年１～２月 市で条例案を作成 

２月 市議会第１回定例会に議案上程 

４月１日 条例施行（子どもの権利擁護機関に係る部分以外） 

令和６年度 条例施行（子どもの権利擁護機関に係る部分） 

 

委員会 

で作成 
○骨子案・・・・・・ 

○委員会報告書・・・ 

条例の基本的な考え方を示したもの 

骨子案の内容を中心に、委員会の検討結果をまとめたもの 

市で 

作成 

◆素案・・・・・・・ 

◆条例案・・・・・・ 

ほぼ条例の最終形に近いもの（条文になるような形態） 

条例そのものの案（議案） 

 

（２）委員会中間報告についてのパブリックコメント及び市民意見交換会について（予定） 

○パブリックコメント（委員会中間報告を受けて市が実施） 

【実施期間】５月 15日から６月６日（必着）まで（※5/15市報１面掲載予定） 

【提出方法】郵送・ＦＡＸ・Ｅメール（氏名、住所、電話番号を明記）・窓口持参 

 

○市民意見交換会（市主催） 

 【実施日程】上記パブリックコメント期間中、２～３回程度予定（調整中） 

 【実施方法】市による説明、参加者との意見交換（委員長オブザーバー参加予定） 

 

○中高生世代ワークショップ Teensムサカツ（令和４年度） 

 ・５月 15日号市報で新年度の参加メンバーを募集（20名程度） 

 ・第１回ワークショップを６月に実施予定。内容は委員会中間報告について。 

 

※このほか、委員会中間報告についての意見交換を行っていただくため、現在、市内各地域のコ

ミュニティ協議会に「地域フォーラム」の開催を呼び掛けています（実施は任意）。また、子ど

もから多くの意見を聴取するための方法について事務局で調整中です。 


